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　市内の施工業者を利用してリフォームを行う場合、一部経費を市内登録店で使える商品券として助成します。

対象者 市内在住の住民登録をしている方で、市税等を滞納していない方　※一度助成を受けた方は対象外

対象住宅 助成対象者が所有し、自らが住んでいる市内の個人住宅

対象となるリフ
ォーム工事

①～③全てに該当する工事：①市内施工業者を利用する住宅本体に係る機能維持や居住環境の向上のた
めの修繕、増改築等の工事　② 5/11 ㊊～ 11/30 ㊊までに着工、完了する工事　③ 50 万円以上の工事

助成額・件数 工事経費の 10％相当（最高 10 万円）・50 件（申込多数の場合は抽選）

募集期間 4/13 ㊊～ 30 ㊍必着　※応募が 50 件未満の時は、5/15 ㊎まで延長します。

応募方法
（郵送に限る）

往復ハガキに①住所②氏名③電話番号④工事内容⑤工事日程（予定）⑥工事金額（概算）を記入し、市
産業振興課（〒 675-2395　加西市北条町横尾 1000 番地）へ郵送してください。

●リフォーム説明会　日時／ 4 月 10 日（金）13:30 ～　場所／市役所 1 階多目的ホール　※施工業者も参加可

住宅リフォームで商品券最高 10 万円 問合先／産業振興課☎42-8740
加西商工会議所☎42-0416

　令和 2 年度の市税等の納期限は次のとおりです。納期内納付にご協力をお願いします。

※納期限は、納期月の末日です。末日が土・日・祝の場合は、翌日になります。ただし、12 月は 12 月 25 日です。

税　　目 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月

市県民税（普通徴収） 全 ･1 期 2 期 3 期 4 期

固定資産税・都市計画税 全 ･1 期 2 期 3 期 4 期
軽自動車税種別割 全期

国民健康保険税（普通徴収）
後期高齢者医療保険料（普通徴収） 1 期 2 期 3 期 4 期 5 期 6 期 7 期 8 期 9 期

介護保険料（普通徴収） 1 期 2 期 3 期 4 期 5 期 6 期 7 期 8 期

令和 2 年度　市税等の納期限 問合先／税務課☎42-8714 
fax42-5700 zeimu@city.kasai.lg.jp

グリーン ･ ツーリズム推進事業助成金 申込先／文化・観光・スポーツ課☎42-8756
fax42-8745  kanko@city.kasai.lg.jp

　市内で、自然・文化・交流を楽しむ日帰りや滞在型体
験活動を実施する事業者に対し、10 万円を上限に助成
します。農山村を一緒に盛り上げてみませんか。詳しく
は市ホームページをご覧ください。

●実施期間／令和 3 年 3 月 31 日（水）まで

●募集期間／随時（ただし、予算の範囲内で助成）
●応募資格／市内に主たる事務所または活動拠点があ
り、政治活動・宗教活動を目的としない個人または団体
●申込方法／申請書（市ホームページ）に必要事項を記
入し、持参してください。
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　資金使途・限度額
　運転資金 　1,000 万円以内　

最高限度額
2,000 万円　設備資金 　1,500 万円以内　

　公害除去資金 　500 万円以内　

　貸付期間
　500 万円以内 　5 年以内　 　うち措置期間

　6 カ月以内で可　500 万円超 　7 年以内　
　保証料 　兵庫県信用保証協会の保証要（保証料の 2 分の 1 を市が負担）

　取扱金融機関 　但馬銀行・みなと銀行・姫路信用金庫・但陽信用金庫・兵庫県信用組合の各加西支店、
　播州信用金庫北条支店、日新信用金庫小野支店

●融資対象（①②に該当する方）／①市内に 1 年以上事業所を置く中小企業の方　②兵庫県信用保証協会の保証対
象事業に該当する方

●融資の内容（融資利率 ：年 1.1%）　

　市内中小企業の方に事業資金融資のあっせんをしています。

中小企業事業資金融資のあっせん 問合先／産業振興課☎42-8740
fax43-1802 sangyo@city.kasai.lg.jp

ぐんぐん！脳トレ教室

　いつまでも若々しく元気な体と脳を維持するため、認知症予防に効果的な二重課題動作やゲームなどを通して
楽しく脳を活性化する８回コースの教室です。知っておきたい「認知症の予防法」について学んでみませんか？

●日時：5/13・20・27・6/3・10・16・24・7/1
　　　　 いずれも 13:30 ～ 15:00
●場所：健康福祉会館 2 階研修室
●講師：作業療法士、運動指導員等
●対象：65 歳以上の市内在住者

●定員：先着 20 人（参加無料）
●持ち物：飲み物、タオル、筆記用具
●申込方法：4/3 ㊎から 4/17 ㊎の間に氏名、生年
月日、住所、電話番号を下記まで電話してください。
●申込先：長寿介護課☎㊷ 8728

福祉タクシー利用券の対象を拡充 問合先／地域福祉課☎42-8725
fax43-1801 shogaifukushi@city.kasai.lg.jp

　加西市福祉タクシー利用券に、これまでの
交付対象者に加え、４月から次の方が新たに
加わりました。
　なお、利用券の交付申請は、手帳・印鑑を
持って窓口までお越しください。また、昨年
度よりタクシー１回の乗車につき最大３枚ま
で使用できるようになっています。

●これまでの交付対象者　※交付枚数は昨年同様
身体障害者手帳（1･2 級、第 1 種の視覚障害者、じん臓機能障害で人
工透析を受けている方）、療育手帳Ａ、精神障害者保健福祉手帳 1 級

●新たな交付対象者　※交付枚数は月 2 枚（年間最大 24 枚）
身体障害者手帳 3 級、療育手帳 B1、精神障害者保健福祉手帳 2 級


